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1

株式会社オブロード
キャリー（法人番号８
４３０００１０８７９
２８）　代表者中道貴
氏

北海道江別市新栄台８１番地の９ 本社営業所 北海道江別市新栄台８１番地の９ R8.1.26
輸送施設の使用停止（２１０日
車）及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他６
件

令和６年８月１日及び令和６年１１月２５日、関
係機関からの情報を端緒として監査を実施。７件
の違反が認められた。（１）事業計画変更認可義
務違反［各営業所に配置する事業用自動車の種別
ごとの数］（貨物自動車運送事業法施行規則第２
条第１項第３号）、（２）点呼の記録の改ざん・
不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以
下「安全規則」）第７条第５項）、（３）乗務等
の記録の改ざん・不実記載（安全規則第８条）、
（４）運行記録計による記録の改ざん・不実記載
（安全規則第９条）、（５）運転者に対する指導
監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、
（６）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則
第２３条第１項）、（７）報告義務違反（貨物自
動車運送事業法第６０条第１項）

21 21

2

日本一運送株式会社
（法人番号４４４００
０１００６２６２）
代表者河野光春

北海道茅部郡森町字森川町２８０番地の１
８

函館営業所 北海道函館市浅野町２番６号 R8.1.26 輸送施設の使用停止（２０日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条の３

令和７年５月１日、車輪脱落事故を端緒として監
査を実施。１件の違反が認められた。（１）ホ
イールボルトの折損、ホイールナットの脱落等に
起因する車輪脱落事故を発生させたこと（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の３）

2 2

3

株式会社プライム運送
（法人番号３４５００
０１０１１６３４）
代表者橋爪浩孝

北海道上川郡当麻町宇園別二区 本社営業所 北海道上川郡当麻町４２７番地４ R8.1.26
輸送施設の使用停止（２０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条の３　他２件

令和７年６月３０日、車輪脱落事故を端緒として
監査を実施。３件の違反が認められた。（１）ホ
イールボルトの折損、ホイールナットの脱落等に
起因する車輪脱落事故を発生させたこと（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条の３）、（２）運行記録計による記録義務違
反（安全規則第９条）、（３）運行指示書の記載
事項義務違反（安全規則第９条の３第１項）

2 2

4

協和トラック株式会社
（法人番号６４６００
０１０００３５２）
代表者倉部良弘

北海道釧路市星ヶ浦南２丁目５番１１号 本社営業所 北海道釧路市星が浦南２丁目５番１１号 R8.1.26
輸送施設の使用停止（８２日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他５
件

令和７年７月８日、関係機関からの情報を端緒と
して監査を実施。６件の違反が認められた。
（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第３条第４項）、（２）疾病・疲労等のおそれの
ある乗務（安全規則第３条第６項）、（３）点呼
の実施義務違反（安全規則第７条第１項から第３
項）、（４）点呼の記録事項義務違反（安全規則
第７条第５項）、（５）運転者に対する指導監督
義務違反（安全規則第１０条第１項）、（６）特
定運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規
則第１０条第２項）

9 9

貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和8年1月)

1月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧
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貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和8年1月)

1月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

5

下重建設興業株式会社
（法人番号５４６０１
０１０００７２４）
代表者下重博昭

北海道帯広市東１５条南４丁目１番地５４ 本社営業所 北海道中川郡幕別町千住３９７－５５ R8.1.26
輸送施設の使用停止（５０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第２３条第１項　他
４件

令和７年３月１１日、関係機関からの情報を端緒
として監査を実施。５件の違反が認められた。
（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第３条第４項）、（２）整備管理者に対する権限
付与義務違反（安全規則第３条の５）、（３）乗
務等の記録事項義務違反（安全規則第８条）、
（４）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則
第９条の５第１項）、（５）運行管理者の講習受
講義務違反（安全規則第２３条第１項）

5 12

6

有限会社今井重機（法
人番号３４６０３０２
００４９５５）　代表
者今井玄洋

北海道斜里郡小清水町元町１丁目４７番３
号

本社営業所
北海道斜里郡小清水町元町１丁目４７番３
号

R8.1.26
輸送施設の使用停止（２０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条の３　他２件

令和７年５月２０日、車輪脱落事故を端緒として
監査を実施。３件の違反が認められた。（１）ホ
イールボルトの折損、ホイールナットの脱落等に
起因する車輪脱落事故を発生させたこと（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条の３）、（２）乗務等の記録事項義務違反
（安全規則第８条）、（３）運転者に対する指導
監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

2 2

7

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 山鼻郵便局
北海道札幌市中央区南１６条西１５丁目２
－１

R8.1.7
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月１２日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

8

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 千歳郵便局 北海道千歳市千代田町７丁目１０１－２０ R8.1.7
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月１５日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

9

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
北桧山郵便
局

北海道久遠郡せたな町北檜山区北檜山３６
６－１６

R8.1.7
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月８日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

10

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
乙忠部郵便
局

北海道枝幸郡枝幸町乙忠部４７５ R8.1.7
輸送施設の使用停止（１１４日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月２５日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －
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貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和8年1月)

1月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

11

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 室蘭郵便局 北海道室蘭市中央町１丁目１－１０ R8.1.7
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月１８日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

12

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 札内郵便局 北海道中川郡幕別町札内青葉町３１１ R8.1.7
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月１９日及び令和７年８月１５日、日
本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録が
なされていたとの報告を端緒として監査を実施。
２件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第７条）、（２）点呼記録の不実
記載（安全規則第７条第５項）

－ －

13

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 清里郵便局 北海道斜里郡清里町水元町１３ R8.1.7
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月８日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

14

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
訓子府郵便
局

北海道常呂郡訓子府町元町２１ R8.1.7
輸送施設の使用停止（１５７日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月５日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

15

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 篠路郵便局 北海道札幌市北区篠路３条５丁目１－５ R8.1.14
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月５日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

16

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
函館東郵便
局

北海道函館市湯川町２丁目９－１ R8.1.14
輸送施設の使用停止（１１０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月１９日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －
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1月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

17

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 和寒郵便局 北海道上川郡和寒町字西町９１ R8.1.14
輸送施設の使用停止（１１０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月１２日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

18

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 登別郵便局 北海道登別市中央町２丁目１５－１ R8.1.14
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月９日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

19

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 羅臼郵便局 北海道目梨郡羅臼町字富士見町３２ R8.1.14
輸送施設の使用停止（１２６日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月９日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

20

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 鹿追郵便局 北海道河東郡鹿追町栄町１丁目４ R8.1.14
輸送施設の使用停止（１３４日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月７日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

21

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 遠軽郵便局 北海道紋別郡遠軽町大通北２丁目２－１ R8.1.14
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月１０日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

22

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 興部郵便局 北海道紋別郡興部町字興部１３２２－３０ R8.1.14
輸送施設の使用停止（１１２日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月１０日及び令和７年８月２９日、日
本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録が
なされていたとの報告を端緒として監査を実施。
２件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第７条）、（２）点呼記録の不実
記載（安全規則第７条第５項）

－ －



No. 事 業 者 名
事 業 者
所 在 地

営業所名
営 業 所
所 在 地

処 分
年 月 日

処 分 の
内 容

主 な
違 反 の 条 項

監 査 実 施 の 端 緒 及 び 違 反 行 為 の 概 要
当該違
反点数

北海道
運輸局
管内累
積点数

貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和8年1月)

1月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

23

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
札幌白石郵
便局

北海道札幌市白石区平和通７丁目南４－１ R8.1.21
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月３日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －

24

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 滝川郵便局 北海道滝川市大町２丁目４－３６ R8.1.21
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月１７日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

25

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
ニセコ郵便
局

北海道虻田郡ニセコ町字本通１０３－１ R8.1.21 文書警告
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条

令和７年７月２２日及び令和７年８月１５日、日
本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録が
なされていたとの報告を端緒として監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

－ －

26

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 寿都郵便局 北海道寿都郡寿都町字渡島町５ R8.1.21 文書警告
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条

令和７年７月２２日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条）

－ －

27

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 美国郵便局 北海道積丹郡積丹町美国町船澗９８ R8.1.21 文書警告
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条　他１件

令和７年８月７日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条
第５項）

－ －

28

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 江差郵便局 北海道檜山郡江差町姥神町４９－２ R8.1.21 輸送施設の使用停止（９９日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月１５日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －
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1月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

29

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 歌登郵便局 北海道枝幸郡枝幸町歌登西町１２０ R8.1.21 輸送施設の使用停止（３６日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条

令和７年８月２５日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条）

－ －

30

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 遠別郵便局 北海道天塩郡遠別町字本町３丁目４９ R8.1.21 文書警告
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条

令和７年８月８日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。１件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条）

－ －

31

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 焼尻郵便局 北海道苫前郡羽幌町焼尻東浜１８２ R8.1.21 文書警告
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条

令和７年８月４日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。１件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条）

－ －

32

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 虻田郵便局 北海道虻田郡洞爺湖町本町３３－１ R8.1.21
輸送施設の使用停止（１２０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月２６日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

33

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
えりも郵便
局

北海道幌泉郡えりも町字本町２０５ R8.1.21 文書警告
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条

令和７年８月８日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。１件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条）

－ －

34

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 御影郵便局 北海道上川郡清水町御影本通４丁目２ R8.1.21 輸送施設の使用停止（９０日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月２４日及び令和７年９月１７日、日
本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録が
なされていたとの報告を端緒として監査を実施。
２件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第７条）、（２）点呼記録の不実
記載（安全規則第７条第５項）

－ －
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1月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧
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【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 豊頃郵便局 北海道中川郡豊頃町茂岩本町２４ R8.1.21
輸送施設の使用停止（９８日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他２
件

令和７年７月１７日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。３件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）、（３）点呼の記録事項義務違反（安
全規則第７条第５項）

－ －

36

【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 更別郵便局 北海道河西郡更別村更別南１線９１－３３ R8.1.21 文書警告
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条

令和７年８月７日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。１件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条）

－ －
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【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 小向郵便局 北海道紋別市小向３４２ R8.1.21 輸送施設の使用停止（３７日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条

令和７年８月２１日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条）

－ －
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【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 端野郵便局 北海道北見市端野町２区３４４－１２ R8.1.21 文書警告
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条

令和７年８月２７日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条）

－ －
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【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 芭露郵便局 北海道紋別郡湧別町芭露４００ R8.1.21 文書警告
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条

令和７年８月５日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。１件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条）

－ －
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【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 小樽郵便局 北海道小樽市色内１丁目８－１ R8.1.28
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月１日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －
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【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
倶知安郵便
局

北海道虻田郡倶知安町南１条東１丁目１７ R8.1.28
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月２２日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －
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【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 深川郵便局 北海道深川市２条６－１２ R8.1.28
輸送施設の使用停止（１１０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年６月２４日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －
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【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
富良野郵便
局

北海道富良野市若松町４－１ R8.1.28
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月１１日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －
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【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 本桐郵便局
北海道日高郡新ひだか町三石本桐２０５－
２１

R8.1.28 輸送施設の使用停止（３７日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条

令和７年８月８日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。１件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条）

－ －
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【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
霧多布郵便
局

北海道厚岸郡浜中町霧多布西２条１丁目４
６

R8.1.28
輸送施設の使用停止（１１８日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月９日、日本郵便株式会社から不適切
な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条）、
（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７条第５
項）

－ －
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【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１ 士幌郵便局 北海道河東郡士幌町字士幌西２線１６２ R8.1.28
輸送施設の使用停止（１３２日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年８月２８日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －
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【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号１０１００
０１１１２５７７）
代表者小池信也

東京都千代田区大手町２－３－１
佐呂間郵便
局

北海道常呂郡佐呂間町宮前町１４－１ R8.1.28
輸送施設の使用停止（１２０日
車）

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和７年７月２９日、日本郵便株式会社から不適
切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条）、（２）点呼記録の不実記載（安全規則第７
条第５項）

－ －

以下余白


